
令和２年１２月１５日 

 

入札参加資格停止措置について 

 

 

１．資格停止措置業者名 ：一般財団法人岐阜健康管理センター 

  

２．資格停止措置期間 ： 令和２年１２月１５日 ～ 令和３年６月１４日 

             （６か月） 

              

３．事 実 概 要 ：  

令和２年１０月１９日に実施した集団がん検診（肺がん検診）において、本来であ

れば検診結果が「要精密検査（肺がん疑）」となるところ、検診票への誤記入により「異

常なし」と受検者へ通知される事案が発生した。 

 

４．資 格 停 止 措 置 ： 

当該業者の上記案件に係る行為は、「笠松町競争入札参加資格停止措置要領」（平成

１２年訓令乙第２号）別表第１第２号（過失による粗雑工事等）に該当するため、下

記のとおり資格停止措置を行うものである。 

 

資格停止措置業者及び停止期間 

資格停止業者 

（笠松町登録） 

本社所在地 資格停止の期間 

一般財団法人岐阜健康管理センター 

（資格者番号：０２０２０１６） 

岐阜県美濃加茂市西

町１丁目２９２番地 

令和２年１２月１５日から 

令和３年６月１４日まで 

（６か月） 

 

 

 


